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閣
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晋
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衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
北
方
領
土
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
北
方
領
土
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
政
府
の
法
的
立
場
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
御
指
摘
の
い
ず
れ
の
表
現
で
あ
っ
て
も
、
北
方

四
島
の
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
の
政
府
の
法
的
評
価
は
一
貫
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

ロ
シ
ア
連
邦
政
府
関
係
者
の
認
識
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
が
、
北
方
四
島
の
置
か
れ
た
状
況
に

つ
い
て
の
政
府
の
法
的
評
価
は
一
貫
し
て
い
る
。


